
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す

る
法
律
新
旧
対
照
条
文
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○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
許
可
の
基
準
）

（
許
可
の
基
準
）

第
四
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

第
四
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
許
可

す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
許
可

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又

二

一
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又

は
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
て
一
年
未
満
の
懲
役
若
し
く
は
罰

は
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
て
一
年
未
満
の
懲
役
若
し
く
は
罰

金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
な
い
者

し
な
い
者

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物

（
新
設
）

に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号

）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪

ト
～
カ

（
略
）

ヘ
～
ワ

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
営
業
の
停
止
等
）

（
営
業
の
停
止
等
）

第
三
十
条

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む

第
三
十
条

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む

者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に

者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に

規
定
す
る
罪
（
第
四
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六
号
の
罪
を
除
く

規
定
す
る
罪
（
第
四
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六
号
の
罪
を
除
く

。
）
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
、

。
）
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
チ
、



ヌ
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
そ
の

リ
、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
そ
の

他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害

他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害

を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し
た
と

を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し
た
と

き
、
又
は
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
こ
の
法
律
に

き
、
又
は
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
こ
の
法
律
に

基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊

基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊

営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
店
舗
型
性

営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
店
舗
型
性

風
俗
特
殊
営
業
に
つ
い
て
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間

風
俗
特
殊
営
業
に
つ
い
て
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間

を
定
め
て
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の

を
定
め
て
当
該
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
営
業
の
停
止
等
）

（
営
業
の
停
止
等
）

第
三
十
一
条
の
五

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
若
し

第
三
十
一
条
の
五

無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
若
し

く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す

く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す

る
罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
、

る
罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
チ
、

ヌ
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
そ
の

リ
、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
そ
の

他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害

他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害

を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し
た
と

を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し
た
と

き
、
又
は
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
こ
の
法
律

き
、
又
は
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が
こ
の
法
律

に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
行
為
又
は
当
該
違

に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
行
為
又
は
当
該
違

反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す

る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む

る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む

者
に
対
し
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当

者
に
対
し
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当

該
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
等
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
等
）

第
三
十
一
条
の
六

（
略
）

第
三
十
一
条
の
六

（
略
）



２

前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
移
送
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
と
き

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
移
送
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は

は
、
当
該
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該

各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該

処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第
三
十
一
条

処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第
三
十
一
条

の
四
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か

の
四
第
一
項
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分

わ
ら
ず
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ

二

当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ

の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪

の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪

若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
、
ヌ

若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
チ
、
リ

、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
若
し

、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
若
し

く
は
前
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
を
し

く
は
前
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
を
し

た
場
合
又
は
当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が

た
場
合
又
は
当
該
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
が

こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
場
合

八
月
を
超
え

こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
場
合

八
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一

な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一

部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
営
業
の
停
止
等
）

（
営
業
の
停
止
等
）

第
三
十
一
条
の
十
五

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介

第
三
十
一
条
の
十
五

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介

営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し

営
業
を
営
む
者
若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
（
第
四
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六
号

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
（
第
四
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六
号

の
罪
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト

の
罪
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ

ま
で
、
リ
、
ヌ
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法

ま
で
、
チ
、
リ
、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法

な
行
為
そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な

な
行
為
そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な



育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も

育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も

の
を
し
た
と
き
、
又
は
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者

の
を
し
た
と
き
、
又
は
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者

が
こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
店
舗

が
こ
の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
店
舗

型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い

型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い

て
営
む
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
つ
い
て
、
八
月
を
超
え

て
営
む
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
つ
い
て
、
八
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
当
該
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
営
業
の
停
止
）

（
営
業
の
停
止
）

第
三
十
一
条
の
二
十

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者

第
三
十
一
条
の
二
十

無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者

若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規

若
し
く
は
そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規

定
す
る
罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、

定
す
る
罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、

リ
、
ヌ
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為

チ
、
リ
、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為

そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に

そ
の
他
善
良
の
風
俗
を
害
し
若
し
く
は
少
年
の
健
全
な
育
成
に

障
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し

障
害
を
及
ぼ
す
重
大
な
不
正
行
為
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
し

た
と
き
、
又
は
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
こ

た
と
き
、
又
は
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
こ

の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
行
為
又
は

の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
行
為
又
は

当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務
所
の
所
在
地
を

当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
事
務
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営

業
を
営
む
者
に
対
し
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定

業
を
営
む
者
に
対
し
、
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定

め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

（
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
等
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
等
）

第
三
十
一
条
の
二
十
一

（
略
）

第
三
十
一
条
の
二
十
一

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
移
送
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
と
き

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
移
送
通
知
書
が
送
付
さ
れ
た
と
き

は
、
当
該
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は

は
、
当
該
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は



、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該

各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該

処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第
三
十
一
条

処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第
三
十
一
条

の
十
九
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
案

の
十
九
第
一
項
及
び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
案

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き

に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

な
い
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は

二

当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は

そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る

そ
の
代
理
人
等
が
当
該
営
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る

罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ト
ま
で
、
リ
、

罪
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
、
チ
、

ヌ
、
ヲ
若
し
く
は
ワ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
若

リ
、
ル
若
し
く
は
ヲ
に
掲
げ
る
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為
若

し
く
は
前
条
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
を
し
た
場

し
く
は
前
条
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
を
し
た
場

合
又
は
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
こ

合
又
は
当
該
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
が
こ

の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
場
合

八
月
を
超
え
な

の
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
場
合

八
月
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一
部

い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
営
業
の
全
部
又
は
一
部

の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
興
行
場
営
業
の
規
制
）

（
興
行
場
営
業
の
規
制
）

第
三
十
五
条

公
安
委
員
会
は
、
興
行
場
営
業
（
第
二
条
第
六
項

第
三
十
五
条

公
安
委
員
会
は
、
興
行
場
営
業
（
第
二
条
第
六
項

第
三
号
の
営
業
を
除
く
。
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

第
三
号
の
営
業
を
除
く
。
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
営
業
に
関
し
、

。
）
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
営
業
に
関
し
、

刑
法
第
百
七
十
四
条
若
し
く
は
第
百
七
十
五
条
の
罪
、
児
童
買

刑
法
第
百
七
十
四
条
若
し
く
は
第
百
七
十
五
条
の
罪
又
は
児
童

春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児

買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に

童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で

児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま

の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収

で
の
罪
を
犯
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
営
業
を
営
む
者
に

物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の

対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
興
行
場
営
業
に
つ
い
て
、
六

消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
を
犯
し

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
営
業
の
全
部
又
は
一



た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施

部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

設
を
用
い
て
営
む
興
行
場
営
業
に
つ
い
て
、
六
月
を
超
え
な
い

範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
の
規
制
）

（
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
の
規
制
）

第
三
十
五
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
を
設
け
て
物
品
を
販

第
三
十
五
条
の
二

公
安
委
員
会
は
、
店
舗
を
設
け
て
物
品
を
販

売
し
、
若
し
く
は
貸
し
付
け
る
営
業
（
そ
の
販
売
し
、
又
は
貸

売
し
、
若
し
く
は
貸
し
付
け
る
営
業
（
そ
の
販
売
し
、
又
は
貸

し
付
け
る
物
品
が
第
二
条
第
六
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
物

し
付
け
る
物
品
が
第
二
条
第
六
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
物

品
を
含
む
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
同
号
の
営
業
に
該
当
す
る

品
を
含
む
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
同
号
の
営
業
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
」
と
い

も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
」
と
い

う
。
）
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
特
定
性
風
俗

う
。
）
を
営
む
者
又
は
そ
の
代
理
人
等
が
、
当
該
特
定
性
風
俗

物
品
販
売
等
営
業
に
関
し
、
刑
法
第
百
七
十
五
条
の
罪
、
児
童

物
品
販
売
等
営
業
に
関
し
、
刑
法
第
百
七
十
五
条
の
罪
又
は
児

買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に

童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び

児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま

に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
八
項

で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押

ま
で
の
罪
を
犯
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
性
風
俗
物

収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録

品
販
売
等
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む

の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
を
犯

特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業
（
第
二
条
第
六
項
第
五
号
の
政

し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
性
風
俗
物
品
販
売
等
営
業

令
で
定
め
る
物
品
を
販
売
し
、
又
は
貸
し
付
け
る
部
分
に
限
る

を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
特
定
性
風
俗
物

。
）
に
つ
い
て
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て

品
販
売
等
営
業
（
第
二
条
第
六
項
第
五
号
の
政
令
で
定
め
る
物

営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

品
を
販
売
し
、
又
は
貸
し
付
け
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
営
業
の
全
部
又

は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



○

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

第
百
五
十
七
条
の
六

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
証
人
と
し

第
百
五
十
七
条
の
六

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
証
人
と
し

て
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察

て
尋
問
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察

官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
裁
判
官
及
び
訴

官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、
裁
判
官
及
び
訴

訟
関
係
人
が
証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の

訟
関
係
人
が
証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の

場
所
で
あ
つ
て
、
同
一
構
内
（
こ
れ
ら
の
者
が
在
席
す
る
場
所

場
所
で
あ
つ
て
、
同
一
構
内
（
こ
れ
ら
の
者
が
在
席
す
る
場
所

と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
も

と
同
一
の
構
内
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
も

の
に
そ
の
証
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り

の
に
そ
の
証
人
を
在
席
さ
せ
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り

相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で

相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
方
法
に
よ
つ
て
、
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

二

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第

六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第

六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第

九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項
の
罪
、
児
童
買
春
、
児

九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、

童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の

児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童

保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す

）
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
の
被
害
者

る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態

の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令

和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪

の
被
害
者

三

（
略
）

三

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

第
二
百
九
十
条
の
二

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
を
取
り
扱

第
二
百
九
十
条
の
二

裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
を
取
り
扱



う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
件
の
被
害
者
等
（
被
害
者
又
は
被

う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
件
の
被
害
者
等
（
被
害
者
又
は
被

害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が

害
者
が
死
亡
し
た
場
合
若
し
く
は
そ
の
心
身
に
重
大
な
故
障
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄

あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄

弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
被
害
者
の
法

弟
姉
妹
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
当
該
被
害
者
の
法

定
代
理
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か
ら

定
代
理
人
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
か
ら

申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、

申
出
が
あ
る
と
き
は
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
聴
き
、

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
被
害
者
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所

相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
被
害
者
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所

そ
の
他
の
当
該
事
件
の
被
害
者
を
特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事

そ
の
他
の
当
該
事
件
の
被
害
者
を
特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事

項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
開
の
法
廷
で
明
ら
か
に
し
な

項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
公
開
の
法
廷
で
明
ら
か
に
し
な

い
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三

二

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
三

十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項
の
罪

十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第
二
項
の
罪

、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処

又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び

罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
か
ら
第
八

処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
か
ら
第

条
ま
で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰

八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま

で
の
罪
に
係
る
事
件

三

（
略
）

三

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）



○

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
営
業
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
営
業
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ

く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
三
条
第
二
項
各
号
（
第
四

く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
三
条
第
二
項
各
号
（
第
四

号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項

号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
同
条
第
一
項

の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
旅
館

の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
旅
館

業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

営
業
者
（
営
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者

営
業
者
（
営
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
代
表
者

を
含
む
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

を
含
む
。
）
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が

、
当
該
旅
館
業
に
関
し
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
と
き
も
、
同

、
当
該
旅
館
業
に
関
し
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

様
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に

（
新
設
）

記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消

去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

章
に
規
定
す
る
罪



○

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
没
取
）

（
没
取
）

第
二
十
四
条
の
二

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二

（
略
）

２

家
庭
裁
判
所
は
、
前
項
に
規
定
す
る
少
年
に
つ
い
て
、
第
十

（
新
設
）

八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
の

決
定
を
す
る
場
合
に
は
、
決
定
を
も
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
物
を

没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

私
事
性
的
画
像
記
録
の
提
供
等
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
三
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
触
れ
る
行
為
を
組
成
し

、
若
し
く
は
当
該
行
為
の
用
に
供
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録

（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
私
事
性
的
画
像
記
録
を

い
う
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
物
若
し
く
は
こ
れ
を
複
写
し

た
物
又
は
当
該
行
為
を
組
成
し
、
若
し
く
は
当
該
行
為
の
用

に
供
し
た
私
事
性
的
画
像
記
録
物
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
私
事
性
的
画
像
記
録
物
を
い
う
。
）
を
複
写
し
た

物
二

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に

記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消

去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
触
れ
る
行
為
に
よ

り
生
じ
た
物
を
複
写
し
た
物

３

没
取
は
、
そ
の
物
が
本
人
以
外
の
者
に
属
し
な
い
と
き
に
限

２

没
取
は
、
そ
の
物
が
本
人
以
外
の
者
に
属
し
な
い
と
き
に
限

る
。
た
だ
し
、
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
の
後
、
本
人
以
外
の

る
。
但
し
、
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
の
後
、
本
人
以
外
の
者

者
が
情
を
知
つ
て
第
一
項
の
物
を
取
得
し
、
又
は
前
項
の
物
を

が
情
を
知
つ
て
そ
の
物
を
取
得
し
た
と
き
は
、
本
人
以
外
の
者



保
有
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
本
人
以
外
の
者
に
属
す
る
場
合

に
属
す
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き

で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を
没
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。



○

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一
～
五
十
九

（
略
）

一
～
五
十
九

（
略
）

六
十

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物

（
新
設
）

に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の

消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
章
に
規
定
す
る
罪



○

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三
（
第
六
条
の
二
関
係
）

一
～
九
十
二

（
略
）

一
～
九
十
二

（
略
）

九
十
三

性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収

（
新
設
）

物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
三
条
第
二
項
（
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
対
す
る
性
的
影

像
記
録
提
供
等
）
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（

性
的
姿
態
等
影
像
送
信
）
の
罪



○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号
）

（
附
則
第
十
三
条
関
係
）改

正

後

改

正

前

（
欠
格
事
由
）

（
欠
格
事
由
）

第
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
イ
ン
タ
ー

第
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
刑
法
（

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
刑
法
（

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
十
二
条
、
児
童
福

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
百
八
十
二
条
、
児
童
福

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
条
第

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
十
条
第

一
項
若
し
く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の

一
項
若
し
く
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の

規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平

規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
規
定
す
る
罪
若
し
く
は
性

成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰

的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録

金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を

さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
か

し
な
い
者

ら
第
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
罪
（
そ
の
被
害
者
に
児
童
が
含

ま
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
八

条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
等

」
と
い
う
。
）
を
犯
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日

か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

（
事
業
の
停
止
等
）

（
事
業
の
停
止
等
）

第
十
四
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
そ
の
行
う
イ

第
十
四
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
そ
の
行
う
イ



ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
に
関
し
第
八
条
第
二
号
に
規
定

罪
等
（
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
一
条

す
る
罪
（
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
一

の
罪
及
び
同
条
の
罪
に
係
る
第
三
十
五
条
の
罪
を
除
く
。
）
そ

条
の
罪
及
び
同
条
の
罪
に
係
る
第
三
十
五
条
の
罪
を
除
く
。
）

の
他
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
で
政
令
で
定
め

そ
の
他
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
で
政
令
で
定

る
も
の
に
当
た
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為

め
る
も
の
に
当
た
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行

が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事

為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介

業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当
該

事
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
に
対
し
、
六
月
を
超
え
な

該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
に
対
し
、
六
月
を
超
え

い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹

な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性

介
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

紹
介
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
の
登
録
）

（
登
録
誘
引
情
報
提
供
機
関
の
登
録
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る

３

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
が
で
き
な
い
。

一

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
に
規
定
す

一

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
の
法
律
、
刑
法
第

る
罪
等
を
犯
し
て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

百
八
十
二
条
、
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
若
し
く
は
児

わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起

童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並

算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し

て
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を

経
過
し
な
い
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）



○

教
育
職
員
等
に
よ
る
児
童
生
徒
性
暴
力
等
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
生
徒
性
暴
力
等
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に

三

刑
法
第
百
八
十
二
条
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ

係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関

に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お
い

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
。
次
号
に
お

て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま

い
て
「
児
童
ポ
ル
ノ
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条

で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び

ま
で
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る

押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的

も
の
を
除
く
。
）
。

記
録
の
消
去
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
（
児
童
生
徒
等
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
当
た
る
行
為
を
す
る
こ
と
（
前
二
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）



○

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
（
附
則
第
十
六
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

第
一
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
二
百
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
一
条
の
二

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
次
に
掲
げ

第
二
百
一
条
の
二

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
次
に
掲
げ

る
者
の
個
人
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の
個
人
を

る
者
の
個
人
特
定
事
項
（
氏
名
及
び
住
所
そ
の
他
の
個
人
を

特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

特
定
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
九
十
九
条
第
二
項

つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
百
九
十
九
条
第
二
項

本
文
の
請
求
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
被
疑
者
に
示
す

本
文
の
請
求
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
対
し
、
被
疑
者
に
示
す

も
の
と
し
て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
逮
捕
状

も
の
と
し
て
、
当
該
個
人
特
定
事
項
の
記
載
が
な
い
逮
捕
状

の
抄
本
そ
の
他
の
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
を
請
求
す

の
抄
本
そ
の
他
の
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

二
項
の
罪
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等

二
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為

の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法

等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る

律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を

法
律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た

（
略
）

性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に

第
二
百
七
十
一
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事

第
二
百
七
十
一
条
の
二

検
察
官
は
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た

件

次
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め



（
略
）

る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
二
百
七
十
一
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

起
訴
状
の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
当
該
個
人
特
定
事
項
が
被
告

第
二
百
七
十
一
条
の
二

検
察
官
は
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た

人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を

次
に
掲
げ
る
者
の
個
人
特
定
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
と
き
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

起
訴
状
の
謄
本
の
送
達
に
よ
り
当
該
個
人
特
定
事
項
が
被
告

イ

（
略
）

人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

一

次
に
掲
げ
る
事
件
の
被
害
者

二
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為

イ

（
略
）

等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

法
律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事
件

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

（
略
）

二
項
の
罪
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等

の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を

撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た

性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に

関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
に
係
る
事

件

（
略
）



○

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
附
則
第
十
七
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

第
三
条

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
三
百
二
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
供
述
及
び
そ

第
三
百
二
十
一
条
の
三

第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
供
述
及
び
そ

の
状
況
を
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法
に
よ
り
記
録

の
状
況
を
録
音
及
び
録
画
を
同
時
に
行
う
方
法
に
よ
り
記
録

し
た
記
録
媒
体
（
そ
の
供
述
が
さ
れ
た
聴
取
の
開
始
か
ら
終

し
た
記
録
媒
体
（
そ
の
供
述
が
さ
れ
た
聴
取
の
開
始
か
ら
終

了
に
至
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
供
述
及
び
そ
の
状
況
を
記
録

了
に
至
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
供
述
及
び
そ
の
状
況
を
記
録

し
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
供
述
が
第
二
号
に
掲
げ
る

し
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
供
述
が
第
二
号
に
掲
げ
る

措
置
が
特
に
採
ら
れ
た
情
況
の
下
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

措
置
が
特
に
採
ら
れ
た
情
況
の
下
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
聴
取
に
至
る
ま
で
の
情
況
そ
の
他

認
め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
聴
取
に
至
る
ま
で
の
情
況
そ
の
他

の
事
情
を
考
慮
し
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
百
二
十
一

の
事
情
を
考
慮
し
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
第
三
百
二
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
記
録
媒
体

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
記
録
媒
体

を
取
り
調
べ
た
後
、
訴
訟
関
係
人
に
対
し
、
そ
の
供
述
者
を

を
取
り
調
べ
た
後
、
訴
訟
関
係
人
に
対
し
、
そ
の
供
述
者
を

証
人
と
し
て
尋
問
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

証
人
と
し
て
尋
問
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
者

一

次
に
掲
げ
る
者

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

ロ

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
若
し
く
は
同
法

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
に
係
る
同
法
第
六
十
条
第

二
項
の
罪
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等

二
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為

の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法

等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る

律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
又
は
性
的
な
姿
態
を

法
律
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
罪
の
被
害
者

撮
影
す
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た

（
略
）

性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
消
去
等
に



関
す
る
法
律
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
罪
の
被
害
者

（
略
）


